
行政サービスの担い手の状況等について  
職員が担っている業務  

＊高度な行政判断や職員による指揮命令が伴う業務   従事する業務の性質により正規・非常勤に区分  民間に委ねている業務 
＊業務範囲や職員間の役割 

分担が明確な業務 

正
規
職
員 

フルタイム 
＊週 38 時間 

45 分 
○一般職員（～60 歳）      5,902 人 

地公法 17 条の２（競争試験による採用）、同法 28 
条の２（60 歳定年による退職） 

○再任用職員（61～65 歳）      96 人 
地公法 28 の４（定年退職者の再任用） 

○任期付職員（年齢制限なし）     1 人 
任期付職員法 3 条（専門的知識等を有する者の任 

用）、任期５年以内、危機管理業務に従事 

○各種委託業務 
家庭ごみの収集や学校給食など

の多種多様な業務について、民間
活力の活用の観点から、積極的に
民間委託を推進 
＊平成 28 年度一般会計決算における

委託料総額 約 306 億円（指定管

理料等を含む。全体の約 11％）  
○指定管理者制度による公の

施設の管理業務 
地方自治法 244 条の 2 に基づ

き、文化、体育、福祉施設などの
公共施設の管理運営業務を、民間
企業に委任 

＊72 種、218 の施設に導入  
○人材派遣業務 

職員による指揮命令が必要な業 
務について、委託（請負）契約に
よらずに労働者派遣法に基づき人
材派遣を活用 

＊選挙における期日前投票事務  

短時間勤務 
＊週 30 時間 

ほか 
○再任用職員（61～65 歳）     123 人 

地公法 28 条の５（定年退職者の短時間再任用） 
○任期付職員（年齢制限なし）    7 人 

任期付職員法 5 条（時限的短時間の職務）、任期 3 
年以内、生活保護、消費生活業務に従事 

非
常
勤
職
員 

フルタイム 
＊週 38 時間

45 分 
○給料支弁（20～74 歳）     705 人 

地公法 17 条の２（選考による採用）、同法 28 条の 
２（定年の非適用）、任期１年（更新可）、こども園の
業務（保育教諭、調理員）、小中学校の業務（用務
員、事務員）などに従事 
＊期間の定めのある職の採用には年齢制限を設けることがで

きない（雇用対策法と同様の取扱い） 
短時間勤務 
＊週 30 時間

ほか 
○報酬支弁（20～79 歳）    1,162 人 

地公法３条（特別職としての採用）、任期等は上記 
フルタイムと同様、各課の業務（一般事務補助）、図
書館の業務（司書）などに従事 
＊地公法改正により、平成 32 年からは上記フルタイムの

職員と併せて「会計年度任用職員」に統一 
（注）職員数と年齢は H29.4.1 現在。教職員を除く。 

資料２ 
平成 29年 12月 25日 

第 13回静岡市行財政推進審議会 

※行政サービスとは、戸籍等の事務手続、福祉業務、子育て支援、ごみの処理、公共施設の運営など市役所が市民に提供するサービス全般をいう。 
１ 概要 ２ 定年退職した職員の再就職の状況（直近５か年） 

３ 65 歳以上の非常勤職員の業務への従事状況（平成 29 年度） 

平成 29年 12月 25日 

第 13回静岡市行財政改革推進審議会 


